
亀岡市高校生まなび応援のための支援金支給要綱 

 

 （趣旨） 

第１条 市長は、高等学校等に在学する生徒等の教育に係る経済的

負担の軽減を図り、もって教育の機会均等に寄与するため、修学

に要する経費に対し、予算の範囲内において亀岡市高校生まなび

応援のための支援金（以下「支援金」という。）を支給する。 

 （定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該

各号に定めるところによる。 

⑴ 高等学校等 高等学校等就学支援金の支給に関する法律（平

成２２年法律第１８号。以下「法」という。）第２条に規定す

る高等学校等をいう。 

⑵ 大学等 学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第８３条に

規定する大学、第１１５条に規定する高等専門学校、第１２４

条に規定する専修学校及び第１３４条に規定する各種学校をい

う。 

⑶ 保護者等 法第３条第２項第３号に規定する保護者等をいう。 

 （受給資格） 

第３条 支援金は、法第３条第１項に規定する受給資格を有する者

のうち、同条第２項第３号に該当することにより高等学校等就学

支援金を支給されない生徒等の保護者等であり、かつ、次の各号

のいずれにも該当する者に支給する。 

⑴ 住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）の規定に基づき

本市の住民基本台帳に記録されている者であること。 

⑵ 保護者等が生計を維持している高等学校等に在学する者（以

下「算定対象高校等在学者」という。）及び保護者等が生計を

維持している大学等に在学する者（申請年度の４月１日時点で

２２歳未満の者に限る。以下「算定対象大学等在学者」とい

う。）の数が２以上であること。 

⑶ 市税を滞納していないこと。 

２ 支援金は、申請年度の１２月１日時点で前項に規定する受給資

格の要件を満たしていない者に対しては支給しない。 

  



（受給資格の認定） 

第４条 受給資格の認定を受けようとする者は、年度ごとに市長が

指定する期日までに、亀岡市高校生まなび応援のための支援金受

給資格認定申請書（別記第１号様式）に次に掲げる書類を添えて

市長に提出し、前条に規定する受給資格を有することについての

認定を受けなければならない。 

⑴ 算定対象高校等在学者又は算定対象大学等在学者が高等学校

等又は大学等に在学していることが分かる書類 

⑵ その他市長が必要と認める書類 

２ 市長は、前項に規定する申請があったときは、その内容を審査

の上、認定の可否を決定し、その結果を亀岡市高校生まなび応援

のための支援金受給資格認定（不認定）通知書（別記第２号様式）

により受給資格の認定申請を行った者に通知するものとする。 

 （支援金の額） 

第５条 支援金の額は、前条第２項の規定による資格認定を受けた

保護者等（以下「認定保護者等」という。）が申請年度内の各月

において、第３条第１項に規定する受給資格の要件を満たした月

に支払った算定対象高校等在学者（算定対象大学等在学者がおら

ず、かつ、算定対象高校等在学者の数が２以上の場合にあっては、

２人目以降の算定対象高校等在学者）の在学する高校等（以下

「在学高校等」という。）の授業料の月額（授業料の額が年額そ

の他月額以外の方法により定められている場合にあっては、授業

料の月額に相当するものとして高等学校等就学支援金の支給に関

する法律施行規則（平成２２年文部科学省令第１３号。以下「法

施行規則」という。）第５条第１項で定めるところにより算定し

た額をいい、受給権者が授業料の減免を受けた場合にあっては、

法施行規則第５条第２項で定めるところにより当該授業料の月額

から当該減免に係る額を控除した額をいう。）に相当する額（そ

の額が在学高校等の設置者、種類及び課程の区分に応じて高等学

校等就学支援金の支給に関する法律施行令（平成２２年政令第 

１１２号）で定める額（以下「支給限度額」という。）を超える

場合にあっては、支給限度額）とする。 

２ 前項の規定により支援金の額を算定する場合において、保護者

等が月の途中に本市に転入した場合は転入日の属する月から支 



払った授業料の月額に相当する額を、月の途中に本市から転出し

た場合は転出日の属する月の前月までに支払った授業料の月額に

相当する額を支給の対象とする。 

 （支給申請等） 

第６条 支援金の支給を受けようとする者（以下「申請者」とい

う。）は、市長が指定する期日までに、亀岡市高校生まなび応援

のための支援金支給申請書兼請求書（別記第３号様式。以下「支

給申請書」という。）に次に掲げる書類を添えて、市長に提出し

なければならない。 

⑴ 算定対象高校等在学者又は算定対象大学等在学者が高等学校

等又は大学等に在学していることが分かる書類 

⑵ 保護者等が授業料を負担したことが分かる書類 

⑶ その他市長が必要と認める書類 

２ 前項に規定する期限までに支給申請書の提出が行われなかった

場合、認定保護者等が支援金の支給を受けることを辞退したもの

とみなす。 

 （支給の決定） 

第７条 市長は、前条に規定する申請があったときは、その内容を

審査の上、まなび応援支援金の支給の可否を決定し、その結果を

亀岡市高校生まなび応援のための支援金支給（不支給）決定通知

書（別記第４号様式）により申請者に通知するものとする。 

 （支給の取消し及び返還） 

第８条 市長は、申請者が虚偽又は不正な手段により支援金の支給

を受けたと認めたときは、支給の決定を取り消し、又は既に支給

した支援金があるときは、当該支援金の全部又は一部を返還させ

ることができる。 

 （その他） 

第９条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に

定める。 

 

   附 則 

 

 この要綱は、告示の日から実施し、令和５年４月１日から適用す

る。 



別記第１号様式（第４条関係） 

                                    年  月  日 

 （宛先）亀岡市長 

                  申請者  住  所 

                 （保護者等） 氏  名 

                       電話番号 

 

亀岡市高校生まなび応援のための支援金受給資格認定申請書 

 

     年度亀岡市高校生まなび応援のための支援金の受給資格の認定を受けたいので、亀岡

市高校生まなび応援のための支援金支給要綱第４条の規定に基づき、関係書類を添えて、下記の

とおり申請します。 

記 

１ １２月１日時点の状況 

保護者等 

氏名（続柄） 生年月日 住所 

※申請者 
         （本人）     年  月  日 亀岡市 

（  ）     年  月  日  

算定対象大学等在学者又は１人目の算定対象高校等在学者 

氏名（続柄） 生年月日 住所 

（  ）     年  月  日  

在学学校 

学校名 
                                   第    学年 

在学（予定）期間：      年    月 から      年    月 まで 

２人目以降の算定対象高校等在学者 

氏名（続柄） 生年月日 住所 

（  ）     年  月  日  

在学学校 

学校名 
                                   第    学年 
（高等学校・中等教育学校の場合） 全日制 ・ 定時制 ・ 通信制 
（専修学校の場合） 昼間学科 ・ 夜間等学科 ・ 通信制学科 

在学（予定）期間：      年    月 から      年    月 まで 

氏名（続柄） 生年月日 住所 

（  ）     年  月  日  

在学学校 

学校名 
                                   第    学年 
（高等学校・中等教育学校の場合） 全日制 ・ 定時制 ・ 通信制 
（専修学校の場合） 昼間学科 ・ 夜間等学科 ・ 通信制学科 

在学（予定）期間：      年    月 から      年    月 まで 

２ 承諾欄 

 亀岡市高校生まなび応援のための支援金の受給資格の認定申請のため、市が私及び上記の者の住民基本台帳

並びに市税の課税状況及び納付状況を確認することについて同意します。 

                    保護者等 氏名 

                         氏名 

３ 添付書類 
 □ 算定対象高校等在学者又は算定対象大学等在学者が高等学校等又は大学等に在学している

ことが分かる書類 
 □【申請年の１月１日以降に亀岡市に転入された方】申請年度及び前年度の課税証明書 
 □【申請年の前年１月１日から１２月３１日に亀岡市に転入された方】前年度の課税証明書 
  ※課税証明書は、以前にお住まいの市区町村で取得してください。 
 □ その他市長が必要と認める書類 



第２号様式（第４条関係） 

                                    第     号 

                                    年  月  日 

 

            様 

 

                        亀岡市長           □印  

 

亀岡市高校生まなび応援のための支援金受給資格認定（不認定）通知書 

 

     年  月  日付けで申請のありました亀岡市高校生まなび応援のための支援金受給

資格認定申請については、亀岡市高校生まなび応援のための支援金支給要綱第４条第２項の規定

により、下記のとおり決定しましたので通知します。 

 

記 

１ 認定 

認定保護者等  

支給の対象となる 
算定高校等在学者 

 

在 学 高 校 等                     第     学年 

支給対象期間       年  月  日から      年  月  日まで 

支 給 予 定 額                        円 

支給の対象となる 
算定高校等在学者 

 

在 学 高 校 等                     第     学年 

支給対象期間       年  月  日から      年  月  日まで 

支 給 予 定 額                        円 

 

２ 不認定 

   理由 

 

 

（教示） 
１ この決定について不服がある場合は、この決定があったことを知った日の翌日から起算して

３箇月以内に、亀岡市長に対して審査請求をすることができます。 
２ この決定については、上記１の審査請求のほか、この決定があったことを知った日の翌日か

ら起算して６箇月以内に、亀岡市を被告として（訴訟において亀岡市を代表する者は亀岡市長
となります。）、処分の取消しの訴えを提起することができます。なお、上記１の審査請求を
した場合には、処分の取消しの訴えは、その審査請求に対する裁決があったことを知った日の
翌日から試算して６箇月以内に提起することができます。 

３ ただし、上記の期間が経過する前に、この決定（審査請求をした場合には、その審査請求に
対する裁決）があった日の翌日から起算して１年を経過した場合は、審査請求をすることや処
分の取消しの訴えを提起することができなくなります。なお、正当な理由があるときは、上記
の期間やこの決定（審査請求をした場合には、その審査請求に対する裁決）があった日の翌日
から起算して１年を経過した後であっても審査請求をすることや処分の取消の訴えを提起する
ことが認められる場合があります。 

  



第３号様式（第６条関係） 

                                    年  月  日 

 

 （宛先）亀岡市長 

 

                 申請者  住  所 

                （保護者等） 氏  名 

                      電話番号 

 

亀岡市高校生まなび応援のための支援金支給申請書兼請求書 

 

     年度亀岡市高校生まなび応援のための支援金の支給を受けたいので、亀岡市高校生ま

なび応援のための支援金支給要綱第６条の規定に基づき、関係書類を添えて、下記のとおり申請

するとともに支援金の支給を請求します。 

 

記 

１ 支給申請 
支給の対象と 
なる算定対象 
高校等在学者 

氏名 生年月日 

       年  月  日 

在 学 高 校 等 

学校名 

                        第    学年 

 

（高等学校・中等教育学校の場合） 全日制 ・ 定時制 ・ 通信制 

（専修学校の場合） 昼間学科 ・ 夜間等学科 ・ 通信制学科 

授業料支払期間         年  月  日から      年  月  日まで 

授業料支払額               円 （授業料         円／月） 

２ 支援金請求額及び振込先 

請 求 額                            円 

金 融 機 関 名 
銀 行  
農 協  

信用金庫 
支店 

預金種別 

普通 ・ 当座 

口 座 番 号        
フ リ ガ ナ  

口座名義人  

（申請者と口座名義人が異なる場合は記入してください。） 

委  任  状 

 私は、           を代理人と定め、上記の受領に関する権限を委任します。 

                                 年  月  日 

 （宛先）亀岡市会計管理者 

               申請者（保護者等） 氏名 

３ 添付書類 

 □ 算定対象高校等在学者又は算定対象大学等在学者が高等学校等又は大学等に在学している

ことが分かる書類 

 □ 保護者等が授業料を負担したことが分かる書類 

 □ 振込先の分かるもの（通帳の写し等） 

 □ その他市長が必要と認める書類 

  



第４号様式（第７条関係） 

                                    第     号 

                                    年  月  日 

 

              様 

 

 

                        亀岡市長           □印  

 

 

亀岡市高校生まなび応援のための支援金支給（不支給）決定通知書 

 

     年  月  日付けで申請のありました亀岡市高校生まなび応援のための支援金支給

申請については、亀岡市高校生まなび応援のための支援金支給要綱第７条の規定により、下記の

とおり決定しましたので通知します。 

 

記 

 

１ 支給の決定 

支 給 の 対 象 と な る 
算定対象高校等在学者 

 

在 学 高 校 等                    第    学年 

支 給 対 象 期 間       年  月  日から     年  月  日まで 

支 給 額                        円 

 

２ 不支給の決定 

   理由 

 


